
平成１８年５月１５日 

 

地域の皆様へ 

秋田信用金庫 

 

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について 

 

当金庫は、平成１７年８月「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログ

ラム（平成１７～１８年度）」に基づき、「地域密着型金融推進計画」を公表致しました。こ

こに、平成１７年度（平成１７年４月～１８年３月）の進捗状況がまとまりましたので、以

下に公表致します。 

 

１．事業再生・中小企業金融円滑化について 

 

 今年度は、あきしん土日相談センターにおける「公認会計士による無料経営相談（１７年

７月から毎月第２・第４土曜日に実施）」により創業・新事業支援、経営相談、事業再生等幅

広い分野でコンサルテイング機能の強化・充実を図りました。相談企業の中には具体的な経

営改善計画に着手したケースもあり、取引先企業の皆様から好評を得ております。 

 また、取引先企業の経営改善を目的とした、本部ヒアリング制度を継続実施致しました。

取引先企業と当金庫が経営全般について意見交換を行い、様々な角度から経営改善を図りま

した。平成１７年度は対象企業を１社増やし、合計１１社で実施しました。 

 さらに、融資審査態勢の強化を通じて事業再生・中小企業金融円滑化に資することを目的

に、１７年９月から業種別担当者の配置を、建設業・不動産業担当者２名、その他の業種担

当者２名とし、これまでより１名の増員を図り、多様化する融資手法の活用を視野に体制を

強化しました。 

 目利き及び事業再生にかかる人材育成への対応では、相談機能の充実・融資審査レベルの

向上を図るため、子会社あきしん総研㈱への派遣研修を継続しました。その他業界内研修へ

も並行して参加し、受講者は与信案件の可否判断に止まらず、経営改善等に関するコンサル

テイング能力を発揮しているところであります。 

最後に、顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化としまして、１７年４月から

コンプライアンス及び苦情処理等について、専属担当者を任命しました。同９月からはより

一層の機能強化を図るため経営管理部を創設し、苦情等実例の分析・還元・指導に成果を挙

げております。 

 

＊本項目については、今般新たに経営改善支援先数・債務者区分ランクアップ先数・不良債

権比率の１８年度数値目標を設定いたしました。（別添「アクションプログラムに基づく個

別の取組み」を参照願います。） 

 

２．経営力の強化について 

 

 今年度は第一にリスク管理態勢の充実を図ることを目的に、信用リスク量の定量的な把握、

分析に着手しました。具体的には、資産自己査定の正確性の向上を図るため、当金庫自己査



定結果と、すでに導入を図っている企業信用格付システムの試行結果との整合性の検証に取

り組みました。企業信用格付システムの導入については、不動産担保・保証に過度に依存し

ない融資の促進を図るための企業格付手法の構築、及び融資審査業務の高度化や適正金利の

設定等、幅広く活用を見込んでおり、今後の取り組みにより当金庫経営力強化に大きく寄与

するものと言えます。さらに、信用リスク計量についてのもう一つのツールである、貸倒実

績率算定システムの本格運用を図りました。 

 次に、企業統治を強化するため、総代会の他にモニター会議・総代懇談会を継続開催しま

した。さらに、総代及びモニター会員の意見を経営に反映させるため、満足度アンケートを

実施し、結果については総代会及びモニター会議で公表しました。 

 最後に、経営管理部の創設により、更なる法令等遵守態勢の強化が図られ、特に個人情報

管理には注力し職員の認識向上につながりました。今後もコンプライアンス経営を推進して

参ります。 

 

３．地域の利用者の利便性向上について 

 

 地域の皆様に対する情報提供の充実を図るため、法定開示ディスクロ誌及び半期開示ディ

スクロ誌の表現方法の改善に取り組みました。また情報発信による地域活性化を図った情報

誌「齶田の風」は第２４回信用金庫ＰＲコンクールで最優秀賞を受賞しました。 

 一方、地域の環境保護のため、「秋田のみどり再生運動」の一環として取り組んだ松枯れ再

生募金活動は多くの皆様にご協力いただき、松くい虫被害に対する認識度アップの一助にな

ったのでは、と考えております。この他、地域活性化に向けた取り組みとして「あきしんカ

ルチャーバンク」が立ち上げた「ハロウィーン・パレード」が、今年は地元商店街が主体（当

金庫が全面的に協力）となり開催されました。 

 

以上、当金庫の「地域密着型金融推進計画」について、その進捗状況を総括いたしました。

本計画の前半に当たる平成１７年度は、概ねそのスケジュールに見合った進捗を挙げたと言

ってよい状況であります。 

 あと１年、本計画の更なる推進に取り組み、地域の皆様に真に必要とされる信用金庫とな

るよう邁進して参ります。 



アクションプログラムに基づく個別の取組み 
実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 

項     目 具体的取組策 
17年度上期 17年度下期 の進捗状況 

18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化                                           

 

（１）創業・新事業支援機

能等の強化 

・平成 17 年 10 月より、業種別担当者の配置を建設業・

不動産業担当者 2 名、その他業種担当者 2 名として融

資審査体制を強化する。 

・子会社あきしん総研㈱への派遣研修の継続により融

資審査能力の向上を図る。 

・信用金庫業界内研修等へ積極的に派遣し、目利き能

力の向上を図る。 

・公認会計士、税理士、弁護士等外部講師招聘による

金庫内研修を実施する。 

・事業再生支援先への人材派遣を行い、再生支援先企

業、金融機関双方向から目利き能力、融資審査能力の

向上を図る。 

・平成 17 年 4 月から経営相談のため毎週土日に開催し

ている「あきしん土日相談センター」を活用し、創業・

新事業進出の相談窓口として支援サポートを行う。 

・「産業クラスターサポート金融会議」へ継続参加し、

案件があれば活用を図る。 

・「中小企業支援センター」の事業内容の周知を図り、

活用可能先の潜在的ニーズの汲み上げを図る。 

・「中小企業金融公庫」と業務連携会議を開催し、協力

強化を図る。 

・｢あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・東北地区信用金庫協会

主催「目利き力養成講

座」へ代理係長クラス 4

名派遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施（代理ク

ラス 1名、係長以下クラ

ス 5名、計 6名派遣） 

・融資審査における業種

別担当者を、建設業・不

動産業担当者 2名、その

他業種担当者 2名配置 

・「あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・東北地区信用金庫協会

主催「企業再生支援講

座」へ店長クラス 2名、

「相談業務支援基礎講

座」へ代理クラス 2名派

遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

・外部講師招聘による金

庫内研修の実施 

・「中小企業金融公庫」

との業務連携会議開催 

・平成 17 年 9 月より、業種別担当者の

配置を建設業・不動産産業担当者 2名、

その他業種担当者2名として融資審査体

制を強化した。 

・「あきしん土日相談センター」におい

て 7 月より、毎月第 2、第 4 土曜日公認

会計士による無料経営相談を実施した。

7月から3月までの相談企業は計32社と

なっている。 

・ 取引先企業に対する経営相談および

支援能力を備えた人材育成のため、信用

金庫業界主催の「目利き力養成講座」、

「企業再生支援講座」「相談業務支援基

礎講座」へ支店長 2名、代理 2名、係長

2名 計 6 名の派遣研修を実施した。 

・子会社あきしん総研㈱に代理 1名、係

長以下 14 名 、計 15 名の派遣研修を実

施した。 

・人材派遣を通じて事業再生を必要とす

る企業を、新たに 1社を加え、17 年度中

4社を支援した。 

・創業・新事業関連の融資相談を通じて、

「中小企業金融公庫」と、担当者レ 

ベルで連携協議をおこなった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「あきしん土日相談センター」で

の公認会計士による無料経営相談

は、管内の取引先経営者の企業再生

意欲が全般的に強いことから、実効

面での成果、満足度も高く、相談窓

口としての機能を十分に果たして

いる。一方、同センターでは、当初、

企業展開をふくめた経営全般にわ

たる相談窓口として、間口を広くし

て臨んだが、おもに、財務面からの

アプローチ機能が前面に現れたた

め、結果的に創業、新事業進出事案

の相談機能が後方へ退き、創業、新

事業関連の相談持ち込みは、平成

17年度中ほとんど見られなかった。

したがって、今後は、経営相談、な

らびに創業・新事業進出についての

相談といった、両面機能を確立する

ことが課題となる。よって、まずＰ

Ｒ強化による誘客をはかり、相談事

例の蓄積から創業新事業進出への

実効面を確保していく方針で推進

する。 

・子会社あきしん総研（株）および、

東北地区信用金庫協会主催の講座

等に研修派遣を積極的におこない、

融資審査能力や、相談能力の向上に

成果があった。今後も引続き派遣研

修を通して、職員の能力向上を図っ

ていく。 

 

 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（２）取引先企業に対する

経営相談・支援機能の強化 

・企業の経営相談、事業再生支援のための相談窓口と

して設置した、「あきしん土日相談センター」にて無料

相談を実施する。このうち、毎月第 2・第 4土曜日は、

公認会計士による無料相談日とする。 

・本部ヒアリング先の充実と支援先の拡大を図り、営

業店と本部の連携した経営改善指導の強化に取組む。

・子会社あきしん総研㈱による経営改善提案書の作成

をより充実させ、同提案書をもとに改善計画の実践に

取組む。 

・ディスクロ誌、ホームページ等で、経営改善支援先

等のランクアップ先数等を公表する。 

・中小企業支援スキルの向上を目的とした取組みとし

て、中小企業診断士育成等研修体制を整備する。 

・若手経営者および企業後継者の経営力の養成、自己

啓発をアシストするため「あきしん経営塾」を開講し

相談機能の充実を図る。 

・平成 18 年度経営改善支援先について、平成 18 年 4

月末現在取組み先数 90先から、100 先以上に拡大する。

・平成 18 年度経営改善支援先のうち、10 先以上につ

いて、債務者区分ランクアップを図る。 

・不良債権比率を、平成 19 年 3 月期 5.5％以内まで改

善を図る。 

 

 

＊下線部は追加項目 

・「あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・ディスクロ誌、ホーム

ページ等で、経営改善支

援先等のランクアップ

先数等を公表 

・東北地区信用金庫協会

主催「目利き力養成講

座」へ代理係長クラス 4

名派遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

 

・「あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・東北地区信用金庫協会

主催「企業再生支援講

座」へ店長クラス 2名、

「相談業務支援基礎講

座」へ代理クラス 2名派

遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

・「あきしん土日相談センター」におい

て 7 月より、毎月 2、第 4 土曜日公認会

計士による無料経営相談を実施した。7

月から 3 月までの相談企業は計 32 社と

なっている。取引先相談企業の内、15

社については、具体的な経営改善計画書

の策定により、経営改善、再建に取組ん

でいる。 

・取引先企業と当金庫が経営全般につい

て意見交換を行い、様々な角度から経営

改善指導を図ることを目的に、本部ヒア

リングを実施している。平成 17 年度上

期に新たに 1 社を加え、合計 11 社で、

頻度は各社毎月1回がベース。参加者は、

当該企業からは社長、経理担当者等、当

金庫からは、担当理事および担当職員が

参加している。 

・ディスクロ誌、ホームページで、平成

16 年度の経営改善取組み先数 65 社とラ

ンクアップ先数 2社を公表した。 

・ 取引先企業に対する経営相談および

支援能力を備えた人材育成のため、信用

金庫業界主催の「目利き力養成講座」、

「企業再生支援講座」「相談業務支援基

礎講座」へ支店長 2名、代理 2名、係長

2名 計 6 名の派遣研修を実施した。 

・子会社あきしん総研㈱に代理 1名、係

長以下 14 名、計 15 名の派遣研修を実施

した。 

・「あきしん土日相談センター」で

の公認会計士による無料経営相談

は、取引先企業経営者の間に浸透

し、利用時における取引先の満足度

も高い。相談企業のなかには、経営

改善計画書の策定により、企業再生

に着手する企業が漸次増加するな

ど一定の成果をあげている。今後さ

らにＰＲに努め、拡充を図ってい

く。 

・引き続き、本部ヒアリング先の充

実と支援先の拡大を図る。 

・子会社あきしん総研（株）、東北

地区信用金庫協会主催の講座等に

積極的に研修派遣を行い、経営相談

能力の向上を図っていく。 

・「あきしん経営塾」開講により、

減少傾向にある中小企業者に対し、

若手を中心に次世代を見据えた、経

営力の養成、自己啓発を手助けし、

経営基盤の強化に向け、サポート・

相談機能の充実を図っていく。 

・取引先の経営改善支援について、

経営改善支援先を拡大し、ランクア

ップなど、実効面での数値目標に取

組んでいく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（３）事業再生に向けた積

極的取組み 

・企業の経営相談、事業再生支援のための相談窓口と

して「あきしん土日相談センター」にて無料相談を実

施する。このうち、毎月第 2・第 4 土曜日は、公認会

計士による無料相談日とする。 

・本部ヒアリング先の充実と支援先の拡大を図り、営

業店と本部が連携した経営改善指導を行い、事業再生

に向けた取組みの強化を図る。 

・子会社あきしん総研㈱による経営改善提案書の作成

をより充実させ、同提案書をもとに改善計画および事

業再生の実践に取組む。 

・地域の中小企業を対象とした事業再生ファンドの組

成については、必要に応じて積極的に活用を図る。ま

た、DDS 等については、必要に応じて活用を検討する。

・中小企業再生支援協議会については、事業再生を図

る上で必要とする企業があれば積極的に活用を図る。

・子会社あきしん総研㈱への派遣研修、および信用金

庫業界内研修等への積極的な参加により、事業再生に

ついての能力向上を図る。 

・再生企業に対する支援融資としては、必要に応じて

DIP ファイナンス等を活用して取組む。 

・再生支援実績や再生ノウハウ等について、特色ある

事例等についてはディスクロ誌、ホームページ等で公

表する。 

・「あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・東北地区信用金庫協会

主催「目利き力養成講

座」へ代理係長クラス 4

名派遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

・「あきしん土日相談セ

ンター」において、公認

会計士による無料経営

相談を実施 

・東北地区信用金庫協会

主催「企業再生支援講

座」へ店長クラス 2名、

「相談業務支援基礎講

座」へ代理クラス 2名派

遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

・「あきしん土日相談センター」におい

て 7 月より、毎月 2、第 4 土曜日公認会

計士による無料経営相談を実施した。7

月から 3 月までの相談企業は計 32 社と

なっている。取引先相談企業の内、15

社については、具体的な経営改善計画書

の策定により、経営改善、再建に取組ん

でいる。 

・取引先企業と当金庫が経営全般につい

て意見交換を行い、様々な角度から経営

改善指導を図ることを目的に、本部ヒア

リングを実施している。平成 17 年上期

に新たに 1 社を加え、合計 11 社で、頻

度は各社毎月 1回がベース。参加者は、

当該企業からは社長、経理担当者等、当

金庫からは、担当理事および担当職員が

参加している。 

・ 取引先企業に対する経営相談および

支援能力を備えた人材育成のため、信用

金庫業界主催の「目利き力養成講座」、

「企業再生支援講座」「相談業務支援基

礎講座」へ支店長 2名、代理 2名、係長

2名 計 6 名の派遣研修を実施した。 

・子会社あきしん総研㈱に代理 1名、係

長以下 14 名 計 15 名の派遣研修を実施

した。 

・事業再生を必要とする企業 1社につい

て、秋田県中小企業再生支援協議会で作

成した事業再生計画書に基づき、証書貸

付（秋田県信用保証協会保証付）70 百万

円、手形貸付（当金庫プロパー）10 百万

円を実行した。 

・事業再生を必要とする企業、新たに 1

社について、秋田県中小企業再生支援協

議会に事業再生計画書の策定を依頼し、

現在、進行中となっている。 

 

・「あきしん土日相談センター」で

の公認会計士による無料経営相談

は、取引先企業経営者の間に浸透

し、利用時における取引先の満足度

も高い。相談企業のなかには、経営

改善計画書の策定により、企業再生

に着手する企業が漸次増加するな

ど一定の成果をあげている。今後さ

らにＰＲに努め、拡充を図ってい

く。 

・引き続き、本部ヒアリング先の充

実と支援先の拡大を図っていく。 

・子会社あきしん総研（株）、東北

地区信用金庫協会主催の講座等に

積極的に研修派遣をおこない、経営

相談能力の向上を図っていく。 

・引続き、中小企業再生支援協議会

の活用を図っていく。 

 

 

（４）担保・保証に過度に

依存しない融資の推進等 
①担保・保証に過度に依存

しない融資の推進 

・取引先企業への営業店長の定期的訪問を強化するな

ど、モニタリング強化により企業実態の正確な把握に

努める。 

・引き続き、保証協会と提携した「あきしん事業応援

ローン 300・1000」を推進する。 

・企業信用格付システムおよび中小企業信用リスクデ

ータベースの活用強化により、債務者区分と整合的な

内部格付制度の構築を図るほか、金利設定のための内

部基準の整備を図る。 

 また、内部格付やスコアリングモデルに基づく融資

審査の確立を図るなど、融資審査業務の高度化を図る

取組みを行う。 

・下期からの企業信用格

付システム本格運用に

向け、内部格付に基づく

債務者区分との整合性

の検証 

・内部格付やスコアリン

グモデルに基づく融資

審査の検討 

・中小企業信用リスクデ

ータベース活用の検討 

・保証協会と提携した「あきしん事業応

援ローン 300・1000」の販売について、

17 年度は 63 件 231 百万円の実績となっ

た。 

・スコアリングモデル構築の検討に着手

した。 

・ＳＤＢ業種別経営指標値および、ＳＤ

Ｂ実績デフォルト確率など、中小企業リ

スクデータベースについて、財務分析、

粉飾チェックへのツールとして活用で

きないか、検討を開始した。 

・引続き、保証協会と提携した「あ

きしん事業応援ローン」の推進を図

る。 

・企業信用格付と自己査定債務者区

分との整合性について、整合性の検

証精度の向上を図り、担保・保証に

過度に依存しない適切な融資推進

体制を構築していく。あわせて、債

務者区分､信用格付と中小企業リス

クデータベースの活用によるスコ

アリングモデルの構築、信用リスク

に応じた融資推進を図っていく。 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（４）担保・保証に過度に

依存しない融資の推進等 
②中小企業の資金調達手法

の多様化等 

・信用保証協会保証の「売掛債権担保融資保証制度」

および「私募債保証制度」の推進強化のため、信用保

証協会からの講師を招聘して研修会を開催する。 

・「あきしん TKC 経営者ローン」の推進強化のため、商

品内容の見直しをする。 

・当金庫と「業務連携・協力に関する覚書」を締結し

ている中小企業金融公庫と連携し、必要に応じて地域

ＣＬＯ等に取組む。 

・中小企業金融公庫主催

の「地域金融機関ＣＬＯ

説明会」に出席 

 

・信用保証協会保証の

「売掛債権担保融資保

証制度」および「私募債

保証制度」等の関わる研

修会開催 

・「あきしん TKC 経営者

ローン」の商品内容見直

しの検討 

・中小公庫主催の「17 年度地域金融機関

ＣＬＯに係る説明会」に出席し情報収集

を行った。 

・平成 18 年 1 月、中小公庫より講師を

招き、秋田県内 3金庫合同の「地域金融

機関ＣＬＯ」勉強会を開催し、取組体制

を整えた。 

・信用保証協会保証の「売掛債権担保融

資保証制度」融資の実行は、5件 20 百万

円の実績となった。 

・中小企業の資金調達手法の多様化

に対応するため、ＣＬＯについては

体制整備ができ、今後必要があれば

活用を図っていく。 

・引続き、信用保証協会保証の「売

掛債権担保融資保証制度」および

「私募債保証制度」の推進を強化す

る。 

 

（５）顧客への説明態勢の

整備、相談苦情処理機能の

強化 

・平成 17 年 4 月より総合企画部内に専門担当部署を設

置し、苦情等実例の分析・還元を行うなど説明態勢お

よび相談苦情処理態勢の強化を図る。 

・説明態勢および相談苦情態勢に係る階層別研修を実

施する。 

・地域金融円滑化会議に継続的に出席し、その活用を

図る。 

・総合企画部内に専門担

当部署を設置 

・地域金融円滑化会議に

出席 

・説明態勢および相談苦

情処理態勢に係る階層

別研修を実施 

・地域金融円滑化会議に

出席 

・平成 17 年１月制定の「与信取引の説

明要領」施行以降、検査室が臨店検査時

に、顧客への説明が実施されているか、

検証および指導を行っている。 

・相談苦情処理態勢の強化を図るため、

平成 17 年 4 月より総合企画部内に専担

者を設置した。更に強化するために、平

成 17 年 9 月 1 日に経営管理部を新設し

て、説明態勢および相談苦情処理態勢の

専門部署とした。平成 17 年度上期に発

生した苦情 7件について、発生原因の分

析、問題点、再発防止策を検討し、営業

店に還元し、注意喚起を促した。また、

下期に発生した緊急的な苦情について

も、発生原因、問題点、再発防止策を検

討し、営業店に還元した。なお、平成 17

年度に発生した苦情 18 件については、

すべて解決した。 

・苦情に対する意識向上を図るため、平

成18年3月10日内部主管(20名)を対象

とし、「事例」をテーマにして研修会を

実施した。 

・平成 17 年 8 月 26 日開催された上期の

「地域金融円滑化会議」に出席した。ま

た、平成 18 年 3 月 9 日開催された下期

の同会議にも出席した。 

・苦情処理については、今後、17

年度下期の苦情内容について、発生

要因の分析・問題点・再発防止策の

検討を行い、それらを営業店に還元

し、苦情処理態勢の強化を図る。ま

た、平成 18 年度上期に発生する苦

情のうち、緊急的なものについて

は、都度営業店に還元し、再発防止

の強化を図る。さらに、階層別研修

を実施し、職員のレベルアップを図

り、苦情の減少を進めていく。 

・説明態勢については、職員の業務

知識の向上を図るとともに、適切に

説明が実施されているか、検証し周

知徹底を図っていく。 

・「地域金融円滑化会議」で得た情

報を今後活用していく方針で検討

する。 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（６）人材の育成 ・子会社あきしん総研㈱への派遣研修を継続する。 

・信用金庫業界内研修へ積極的に派遣する。 

・公認会計士、税理士、弁護士等外部講師招聘による

金庫内研修を実施する。 

・事業再生支援先への人材派遣を行い、再生支援先企

業、金融機関双方向から企業の将来性や技術力を的確

に評価できる能力、および経営支援能力を備えた人材

育成を図る。 

・中小企業支援スキルの向上を目的とした取組みとし

て、中小企業診断士育成等研修体制を整備する。 

・東北地区信用金庫協会

主催「目利き力養成講

座」へ代理係長クラス 4

名派遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施（代理ク

ラス１名、係長以下クラ

ス 5名、計 6名派遣） 

・東北地区信用金庫協会

主催「企業再生支援講

座」へ店長クラス 2名、

「相談業務支援基礎講

座」へ代理クラス 2名派

遣 

・子会社あきしん総研㈱

で派遣研修実施 

・外部講師招聘による金

庫内研修の実施 

 

 

 

・子会社あきしん総研㈱に代理 1名、係

長以下 14 名 計 15 名の派遣研修を実施

した。 

・ 取引先企業に対する経営相談および

支援能力を備えた人材育成のため、信用

金庫業界主催の「目利き力養成講座」、

「企業再生支援講座」「相談業務支援基

礎講座」へ支店長 2名、代理 2名、係長

2名 計 6 名の派遣研修を実施した。 

・ 各分野における知識向上のため、信

用金庫業界主催の営業店長講座、融資推

進講座等に店長 2名、次長 1名、係長以

下 26 名 計 29 名を派遣した。 

・平成 18 年 1 月、中小企業金融公庫よ

り講師を招き、秋田県内3金庫合同の「地

域金融機関ＣＬＯ」勉強会を開催し、取

組体制を整えた。 

・中小企業診断士育成のための研修体制

整備の準備に着手した。 

 

・長期経営計画（平成 18 年度～20

年度）において、法令を遵守しなが

ら業務推進する人材・顧客が満足す

る仕事のできる人材の育成を基本

方針に掲げ、取組むこととしてい

る。 

・子会社（あきしん総研㈱）への派

遣による研修成果が認められるこ

とから、18 年度以降も継続的に派

遣研修を実施し、コンサルティング

能力の向上を図る。 

・外部研修への派遣により、実務に

おいて経営相談および支援能力の

向上を図る取組みについて相応の

成果がみられたことから、底上げを

図り各分野における知識向上の取

組みを強化する観点から今後も研

修講座への派遣を実施する。 

 

２．経営力の強化 

 

（１）リスク管理態勢の 
充実 

・企業信用格付システムにより、債務者区分と整合的

な内部格付制度の構築を図る。 

・貸倒実績率算定システムおよび債権償却引当金管理

システムの運用強化を図る。 

企業格付システムおよび信金中央金庫が運用する中小

企業信用リスクデータベースにより、信用リスク管理

の高度化を図る取組みを強化する。 

・市場リスク管理については、ＶａＲおよびＢＰＶ等

によりリスクの計量化を図る取組みを強化する。 

・事務リスク、システムリスク等オペレーショナルリ

スクはじめ、その他各種リスク管理のための取組み体

制を、必要に応じて見直しを行うなど強化する。 

・下期から企業信用格付

システム本格運用に向

け、内部格付に基づく債

務者区分との整合性の

検証 

・貸倒実績率算定システ
ムおよび債権償却引当

金管理システムの運用

試行 

 

 

・内部格付に基づく自己

査定の実施 

・貸倒実績率算定システ

ムおよび債権償却引当

金管理システムの本格

運用による償却・引当の

実施 

・中小企業信用リスクデ

ータベース活用の検討 

・企業信用格付システムの運用につい

て、当金庫の法人取引先のうち、643 社

について格付作業を行い、自己査定債務

者区分との整合性を検証した。 

・貸倒実績率算定システムの運用本格化

を図った。 

・債権償却引当金管理システムの本格運

用に向け体制整備を図った。 

・中小企業信用リスクデータベースの活

用について、ＳＤＢ統計情報取り込みに

よる、信用リスク管理システム機能充実

などの検討を開始した 

・市場リスク管理については、ＶａＲお

よびＢＰＶ等によるリスクの計量化を

図る取組みを強化するため、人材育成に

着手した。 

 

・信用リスク管理を目的とした企業

信用格付システム及び、貸倒実績率

算定システムは本格運用を開始し

た。具体的には、企業信用格付シス

テムについて、債務者区分との整合

性の検証が終了し、内部格付制度の

構築を図る体制整備が緒についた

他、１７年度資産自己査定におい

て、貸倒実績率算定システムを稼働

して、貸倒実績率の正確性の確保を

図った。 

一方、債権償却引当金管理システ

ムについては、下期から本格運用を

目指したが、試行段階に止まった。 

引続き、これらシステム運用の更

なる強化により、信用リスク管理の

高度化に取組むことが今後の課題。 

・市場リスク管理については、引続

き、ＶａＲおよびＢＰＶ等によるリ

スクの計量化を図る取組みを強化

するとともに、人材育成を強化して

いく。 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（２）収益管理態勢の整備

と収益力の向上 

・企業信用格付システムにより、債務者区分と整合的

な内部格付制度の構築を図るとともに、金利設定のた

めの内部基準の整備を図る。 

・信金中央金庫で運用している中小企業信用リスクデ

ータベースの活用を強化する。 

・下期からの企業信用格

付システム本格運用に

向け、内部格付に基づく

債務者区分との整合性

の検証 

 

・内部格付に基づく自己

査定の実施 

・中小企業信用リスクデ

ータベース活用の検討 

・金利設定のための内部

基準の整備 

・企業信用格付システムの運用について

は、当金庫の法人取引先のうち 643 社に

ついて格付作業を行い、債務者区分との

整合性の検証を行った。 

・金利設定のための内部基準の検討に着

手した。 

・中小企業信用リスクデータベースの活

用について、ＳＤＢ統計情報取り込みに

よる、信用リスク管理システム機能充実

などの検討を開始した 

 

・企業信用格付システムの本格運用

を開始したが、内部格付に基づく自

己査定の実施までは至らなかった。

引続き内部格付制度の構築を図り、

あわせて、金利設定のための内部基

準の整備を図っていく。 

・中小企業信用リスクデータベース

の活用についてはまだ 

検討段階であるが、収益管理態勢整

備に向け、活用に着手する 

 

（３）ガバナンスの強化 ・年度毎の法定開示ディスクロ誌について、事業年度
経過後四ヶ月以内に発行する。 

・半期開示については、適切でスピーディな経営情報

の開示という観点から、業界団体（全信協）の指針を

踏まえ、開示項目の充実等内容の充実を図る。 

・「秋田信用金庫モニター会議」の取組みを強化する。

・業界団体（全信協）の指針を踏まえ、総代会に一般

の会員の意見を反映させる仕組み等を検討する。 

・「秋田信用金庫モニタ

ー会議」の開催 

・半期開示ディスクロ誌

の内容検討 

・半期開示ディスクロ誌

の発行 

・「総代懇談会」の開催

・「秋田信用金庫モニタ

ー会議」の開催 

・ 金庫の状況をより知っていただくた

め、昨年に引続き 6月に「報道トピック

ス集（2004 年 4 月～2005 年 3 月）」を発

行した。 

・ 11 月によりわかりやすい表現にした

半期開示ディスクロージャー誌を発行

した。 

・全国に先駆けて平成 16 年に設置した

「秋田信用金庫モニター会議」を今年度

も継続して 7月と 11 月に開催した。 

・ 総代懇談会を 11 月に開催した。 

・ 全信協指針に先駆けて、総代および

会員(モニター)の意見を経営に反映さ

せるために満足度アンケートを実施し、

6 月開催総代会及びモニター会議におい

て結果を公表した。 

・ 秋田信用金庫モニター会議およ

びアンケートの実施により幅広い

意見の反映と監視機能の充実に繋

げることができた。 

今後は、総代会および秋田信用金

庫モニター会議の両輪にて、一層の

ガバナンス強化を図る。 

・ 今後も発行するディスクロージ

ャー誌について一層わかりやすい

表現にすることを検討する。 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（４）法令等遵守（コンプ

ライアンス）態勢の強化 

・年度毎に策定しているコンプライアンス・プログラ

ムの内容を充実させ、一層の管理強化を図る。 

・個人情報保護法施行を踏まえ、適切な顧客情報の取

扱い管理を図るとともに、個人情報についてなお一層

の認識向上を図るため、階層別研修を実施する。 

・顧客情報の取扱いおよび管理状況等について、検査

室および特別チームによる臨店検査・点検を、半期毎

に継続して実施する。 

・平成 17 年度コンプラ

イアンス・プログラムの

周知徹底 

・顧客情報の取扱いおよ

び管理状況等について、

検査室および特別チー

ムによる臨店検査・点検

の実施 

・階層別研修の実施 

・顧客情報の取扱いおよ

び管理状況等について、

検査室および特別チー

ムによる臨店検査・点検

の実施 

・平成 17 年度コンプライアンス・プロ

グラムついては、下記の項目を実施し

た。本部主催研修については、①事務取

扱研修（本人確認・個人情報保護）およ

び日銀歳入代理店事務取扱について、

(内部主管 20 名)、平成 17 年７月４日、

研修を実施、②コンプライアンスとリス

ク管理について、(平成 17 年度入庫職員

13 名)、平成 17 年 11 月 8 日、研修を実

施、③コンプライアンス概念について、

(平成 18 年度入庫予定者 11 名)、平成 18

年 2 月 21 日、研修を実施、④「コンプ

ライアンス」について、平成 18 年 3 月

10 日、内部主管(20 名)をグループ分け

して討議研修を実施した。また、営業店

においては、毎月コンプライアンス勉強

会を実施している。さらに、職員のコン

プライアンスの理解度を測るため、検査

室の営業店立ち入り検査時に、コンプラ

イアンス・テストを上期、下期の 2回実

施した。 

・職場内でコンプライアンスの徹底がさ

れているか調査するため、全職員 163 名

にアンケートを実施した。アンケートの

結果は、コンプライアンスに違反してい

るとの事例はなかった。また、役職員の

連続休暇（連続 5営業日）取得について

は、営業店では 100％実施されたが、本

部 3名が未取得のため、完全実施は達成

できなかった。役職員の休暇中に、顧客

等の苦情、事務取扱の不備は報告されて

いない。 

・(社)金融財政事情研究会主催のコンプ

ライアンス・オフィサー資格試験に内部

主管 12 名が受験し、7名が合格した。 

・6 月に総代・モニター150 名にアンケ

ートを実施したが、「良い」、「普通」と

する回答が 97％を占めた。 

・平成 17 年 4 月に、「個人情報保護法対

策作業部会」の委員会を立ち上げ、顧客

の利用目的の同意には、顧客から同意書

を徴求することとした。その後管理体制

を整備し、同 9月より毎月担当部が同意

書の徴求状況について営業店より報告

を受けている。 

・個人情報漏えい防止のために、私物の

営業室内持込禁止、金庫室格子扉開閉記

録簿の制定、FAX 送信取扱方法の制定を

行なった。 

・コンプライアンスについては、平

成 17 年度に実施した項目を継続す

るとともに、更に内容の充実を図る 

ため、研修会の開催等を通じて周知

徹底を図っていく。 

・総代・モニターに実施したアンケ 

ート結果を今後業務に反映してい

く方針で検討する。 

・個人情報管理については、未徴求

同意書の補完を含めて、態勢の強化

を図るとともに、臨店点検を実施

し、検証を進めていく。 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

 

（５）ＩＴの戦略的活用 ・平成 18 年度上期を目途に、現在運用中の TM から新

TM への更新が予定されている。新 TM への更新により

印鑑照合システムの導入が可能となり、事務の効率化、

事故防止の観点から同システムの早期導入を検討す

る。 

・偽造キャッシュカード問題に対応するため、共同事

務センターの動向を踏まえ、IC キャッシュカードの早

期導入を検討する。 

・営業店支援、情報管理などの充実を図るため C１機

能活用を強化する。 

・C1 機能活用の強化 ・TM 更新の検討 

・C1 機能活用の強化 

・5 月にコミュニケーション・サーバを

導入し、新ＴＭ更新や印鑑照合システム

導入の準備を整えた。 

・偽造キャッシュカード問題に対応する

ため、業界内より情報収集を行い、預金

者保護法施行とともに対応マニュアル

を作成した。 

・Ｃ1 システムの有効活用を検討し、還

元資料作成プログラム開発に取組んだ。

・当庫のＩＴ推進については、法律

や業界方針も検討し、スケジュール

どおり進捗を図ることができたこ

とは、評価出来ると考える。今後も、

新 TM の早期導入、各機器の更新等

スケジュールに沿って行なう。 

 

（６）協同組織中央機関の

機能強化 

・信金中央金庫との「信用金庫経営力強化制度」に基

づく経営分析を継続する。 

・更なる経営強化に向けて、信金中央金庫および全国

信用金庫協会から必要に応じて先進事例等の情報提供

を受ける。 

・信金中央金庫サポートシステムである経営コンサル

ティング、市場リスク管理強化のための有価証券ポー

トフォリオ相談、ALM 支援等を必要に応じて要請する。

・「信用金庫経営力強化

制度」に基づく決算資料

を信金中央金庫に提出 

・「信用金庫経営力強化

制度」に基づく分析結果

の経営への反映を検討 

・「信用金庫経営力強化

制度」に基づく分析結果

の経営への反映を検討 

・ 6 月に 16 年度決算資料を信金中金に

提出し、「信用金庫経営力強化制度」に

基づき決算経営分析を受け、経営への反

映を検討した。 

 

・ 信金中金の経営効率分析表によ

り自金庫の経営課題を的確に把握

することが可能となった。 

・ 信金中金からの経営効率分析表

をＡＬＭ委員会において検討し、当

金庫の収益向上のための施策と具

体的手法について検討している。ま

た、信金中金の分析結果を部店長会

議において周知し、収益管理につい

て認識を高めた。 

・ 今後も信金中金との連携をより

一層強化し、中央機関としての機能

を有効に活用する 



実施スケジュール 17年 4月～18年 3月 
項     目 具体的取組策 

17年度上期 17年度下期 の進捗状況 
18 年 3 月までの進捗状況に対する分析・評価及

び今後の課題（18 年 3 月までの成果、今後の課

題に対する対応方針等を含む） 

３．地域の利用者の利便性向上 

 

 ・地域貢献等に関する情報については、年度毎の法定

開示ディスクロ誌のほか、半期開示ディスクロ誌にお

いても内容を充実させて掲載する。 

・地域への資金供給の状況や、預金等の地域への活用

状況等について、わかり易く創意工夫を凝らした開示

に努める。 

・利用者からの質問や相談等のうち、頻度の高い内容

等については【Q＆A】を作成し、ホームページ等で公

表する。 

・利用者満足度アンケートを毎年 1 回実施し、利用者

の要望事項等を経営に反映させる取組みを行う。 

 また、アンケートについては、項目を増やすなど内

容を充実させるとともに、幅広い層からのアンケート

を実施する。 

・相談サービスの充実を図るため、融資や年金等に係

る気軽な相談ツールとして、ホームページ上での相談

サービス開設を検討する。 

・地域におけるＰＦＩ方式による公共事業に対して、

必要に応じて取組む。 

・総代およびモニターに

対する満足度アンケー

トの実施 

・ディスクロ誌の発行 

・半期開示ディスクロ誌

の発行 

・頻度の高い質問、相談

内容について【Q＆A】を

作成し、ホームページで

公表 

・ホームページ上での相

談サービス開設の検討 

・法定開示ディスクロージャー誌におい

て、地域への資金供給の状況や預金等の

地域への活用状況等について、開示項目

を増やし内容を充実させ発行した。 

・6 月に総代及びモニターに対し、地域

利用者の満足度を重視する為、「第一回

満足度アンケート」実施し、総代会、モ

ニター会議において公開した。 

・地域の環境保護のため「秋田のみどり

再生運動」の一環として、役職員による

「松枯れ再生募金活動」を 6 月 15 日の

「信用金庫の日」に合せて実施した。以

降、原則毎月実施した。 

・半期ディスクロージャー誌の開示内容

を充実させ発行した。 

・地域活性化に向けた取り組みとして、

当金庫カルチャーバンクが立ち上げた

「ハロウィーン・パレード」を、今年は

地元商店会が主体（当金庫が全面的に協

力）となり開催された。 

・法定、半期ディスクロジャー誌に

ついては計画通り内容の充実を図

ることができたと思われるが、今後

もデザイン等を含め更に充実を図

り、幅広い層の利用者に手に取って

読んでもらえる、わかりやすい情報

開示に努める。 

・顧客からのアンケートは、生の声

を経営に活かすことができ有意義

であった。今後も幅広い利用者の要

望等を汲み取るため、内容を検討し

ながら満足度アンケートを継続す

る。 

・地域の文化、教育への貢献を目的

としている「あきしんカルチャーバ

ンク」は評判がよく、常に定員枠い

っぱいで運営している。今後もハロ

ウィーンパレードやクリスマスキ

ャロリングといった商店街の賑わ

い創出に資する行事を取り入れな

がら、継続する。 

・「松枯れ再生募金活動」は継続的

活動により、17 年 6 月～18 年 3 月

の募金額は 374 千円にのぼり、秋田

経済同友会｢秋田のみどり再生運

動｣の松苗植樹資金として寄付し

た。また、募金額もさることながら、

地域住民の松くい虫被害に対する

認識を高めたと自負している。今後

も粘り強く募金活動を継続し、｢秋

田のみどり再生運動｣の趣旨を訴え

ていく。 

・県内のＰＦＩ方式による公共事業

は１件（17 年 12 月現在）、に留ま

っているが、今後当金庫営業エリア

内で実施された場合は、必要に応じ

て当金庫資金の活用を提案する。 

 


